
重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：１ 官民連携による女性が活躍できる職場環境の実現

◎ ロードマップ

取組内容

 新たな認定制度の内容を既存制度の整理、統合等と合わせて検討。関係規程を整備し、新たな認定制度を
創設

 官公需発注等における優遇制度について、担当課と協議・決定、関係規程の整備

① 女性の活躍を後押しする中小企業を認定、官公需発注等で評価をする富山版「えるぼし」認定制度を創設

 職場における男女共同参画の推進や、子育て支援等に積極的な事業

所への認証・登録制度あり。

 男女共同参画推進事業所、女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画策定企業等に対する県の建設工事、清掃・設備保守業務、物

品調達における優遇制度あり。

課 題

 企業における女性活躍の推進をより後押しできる認定制度の創設

 既存の県の認証・登録制度や、これに伴う入札参加資格の優遇

制度等との調整

 認定要件（女性の管理職比率、男性の育児休業取得実績など）

や対象企業規模について要検討

現 状

施策番号 Ⅱ－１－① 【女性活躍推進課】

P14

 〇 官民連携の女性活躍推進戦略会議において制度内容、優遇措置を検討

〇 Ｒ３年度中に新制度を創設。広報ＰＲ、受付開始

【女性活躍推進戦略事業 1,000万円】

◎ R３年度の取組

◎現状と課題
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2021（Ｒ３）
2022(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

取組主体
８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

新たな認定制
度の創設、広
報啓発

県、戦略会議
効果的な普及のための
認定名称、シンボル
マーク、募集チラシ等の
公募・審査

広報ＰＲ、
募集

Ｒ４.春～夏頃第1回認定交付（予定）
優遇措置の実施

制度設計

女性活躍推進戦略会議
第１回 課題・検討項目の

提示 等

第２回 えるぼし認定制度
（優遇措置含む）案の提示
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重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：１ 官民連携による女性が活躍できる職場環境の実現

◎ ロードマップ

取組内容

 Ｒ３．４月に「働き方改革・女性活躍推進室」を設置

 県内企業における女性活躍に向けた取組みを、徹底して後押し

② 県内企業とのネットワークを有する県庁商工労働部に富山版「ウーマノミクス課」設置、県内企業における

女性の採用、活躍を徹底して後押し

課 題現 状

施策番号 Ⅱ－１－② 【人事課、女性活躍推進課】

〇 Ｒ３年４月に「働き方改革・女性活躍推進室」を設置

〇 少数精鋭の有識者等による女性活躍推進戦略会議を設置し、企業の女性の採用、活躍を後押しする

戦略を策定・推進 【女性活躍推進戦略事業 1,000万円】【煌めく女性ネットワーク事業 590万円】

◎ R３年度の取組

◎現状と課題（R3.2月現在）

2020（R２） 2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

女性活躍を推進
する組織の検討、
設置、職員配置

女性活躍推進戦
略の策定・推進

15

 現在の所管課は総合政策局の少子化対策・県民活躍課。企業におけ

る女性活躍の他、男女共同参画や働き方改革、少子化対策、ボラン

ティア・NPO関係の業務を所管

 大規模な組織の機構改革は人事異動を伴うため、４月の定期異動に

併せて実施

組織体制
の検討 県

組織設置
職員配置

人事
異動

会議
設置

戦略に基づき、県内企業における
女性活躍促進策を実施戦略検討・策定

県

戦略会議

 女性活躍の推進に最適な組織のあり方の検討が必要

 現在少子化対策・県民活躍課で所管している女性活躍以外の業

務の所管の検討が必要

 組織の名称の検討

企業実態調査等

R3.11 P15



重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：１ 官民連携による女性が活躍できる職場環境の実現

◎ ロードマップ

取組内容

 女性管理職の必要性について経営者への理解促進を図るとともに、煌めく女性リーダー塾に幹部養成コース
の新設、女性活躍を進める企業へのインセンティブの拡充検討など、これまでの取組みをさらに強化

 女性の管理職登用等について検討するため、少数精鋭の有識者による官民連携の戦略会議を立ち上げ、各
企業、行政機関において女性管理職登用に向けた実効性ある取組みを実施するとともに成果を検証

③ 2030年までに「管理職に占める女性の割合」の都道府県ランキングにおいてトップ20に入る職場環境を形成

（41位、2015年）

 管理的職業従事者に占める女性の割合は14.4％・全国41位であるが、
「雇用者」で管理的職業従事者の女性の割合は7.6%・全国44位と、さら
に低い。

 これまで本県では女性活躍推進のため、企業に対する顕彰（H19年度
～）、煌めく女性リーダー塾（H25年度～）、公共入札におけるインセン
ティブの付与(H31年度～）など各種施策を実施し、比率は向上している。
一方で、全国順位は４４位で推移

課 題

 管理職に占める女性の割合の全国順位を上げるには、民間企業
の女性管理職を増やす必要がある。

 本県の「雇用者」で管理的職業従事者の女性の割合
H22年度調査：5.7％、全国44位
H27年度調査：7.6％、全国44位
全国順位を10年で飛躍的に上げるには女性登用に特化した先進
的な取組みを実施する必要がある。

現 状

施策番号 Ⅱ－１－③ 【女性活躍推進課】

〇 Ｒ３年度に民間企業の実態調査、女性管理職ヒアリング等を行い課題を把握し、効果的施策を検討

〇 官民連携の女性活躍推進戦略会議を設置し、トップ20入りに向けた戦略を策定・推進

〇 女性の活躍と企業の成長をテーマとしたフォーラムの開催

【女性活躍戦略推進事業 1,000万円】【煌めく女性ネットワーク事業 590万円】

◎ R３年度の取組

◎現状と課題
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2021（Ｒ３） 2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

取組主体
６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

女性活躍の
実態把握

女性活躍推進
戦略の策定・推
進

P16

企業
調査

調査集計
・分析

第２回 調査結果中間報告、戦略素案の提示

煌めく女性リーダー塾（幹部養成コース）

企業、女性管理職等
意見交換・ヒアリング調査

第1回 課題・検討項目の提示等

女性管理職登用に向けた
施策の実施

県

県、関係団体

R2国勢調査
結果公表

女性活躍推進ﾌｫｰﾗﾑ開催
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〇 県庁内にラボを設置し、モデル室課を選定しテクノロジーを活用した働き方改革を試行
〇 県内企業を対象とした働き方改革伴走支援コンサルティングを実施し、好事例を県内に横展開
〇 民間企業を対象としたテレワークセミナー、デジタル人材養成講座等を実施

【テクノロジーを活用した働き方改革ラボ事業800万円】【中小企業の働き方改革モデル取組事例創出事業1,200万円】【テレワーク普及促進事業500万円】

重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：２ 働き方改革やテレワークの推進による仕事と子育ての両立

◎ ロードマップ

取組内容

 県庁内のモデル室課において、新しい働き方やテクノロジー試行による働き方改革を実施
 民間企業を対象とした働き方改革伴走支援コンサルティングを実施
 民間企業を対象としたテレワーク促進セミナー、デジタル人材養成講座等を実施

① 県庁を働き方改革のモデルに、総合政策局に「働き方改革ラボ」を設置、民間との協働による新たなテクノ
ロジーを活用した生産性向上を推進

 H29年度、各部局次長で構成する「働き方改革推進チーム」を設置

 県庁では、ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ、ﾓﾊﾞｲﾙﾜｰｸ、在宅型ﾃﾚﾜｰｸ、ＲＰＡ及びＡＩ議

事録作成支援ｼｽﾃﾑ等試行導入、Web併用型会議等を実施

 コロナ禍の中でも、県内においては、クラウド化･テレワークなど新たなテ

クノロジーを活かした生産性向上等の働き方改革が進んでいない。

課 題

 新たなテクノロジーを活かした生産性向上には、長時間労働の原因とな
る業務の効率化や属人化排除など、根本的な働き方改革が必要
※時間外勤務（R元年度平均：169ｈ/年、全国17位）の縮減等が必要

 機材・通信環境など、民間同様のハード面のスペックが必要
 テーマ毎にラボの組織、メンバーを柔軟に設定することが必要
 民間との協働の際の効果的な事業者選定

2021（R3） 2022（R4） 2023（R5） 2024（R6） 取組主体

県庁内の働き方改革

民間企業等の働き方改
革支援

民間企業のテレワーク
促進・デジタル人材養成

県

県、民間企業、市町村

現 状

施策番号 Ⅱ－２－① 【少子化対策・働き方改革推進課、人事課】

ラボ設置

P17

働き方改革伴走支援コンサルティング

中間報告会

デジタル人材育成講座の開催

テレワーク促進セミナーの開催
県、民間企業

新しい働き方・テクノロジー試行

◎ R３年度の取組
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最終報告会

県、民間企業

◎現状と課題（R3.2月現在）

R3.11



重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：２ 働き方改革やテレワークの推進による仕事と子育ての両立

② 県内企業とのネットワークを有する商工労働部に富山版「ウーマノミクス課」設置、女性が妊娠・出産・子育

てと仕事を両立できるよう、県内企業を支援

施策番号 Ⅱ－２－② 【人事課、少子化対策・働き方改革推進課】

◎ ロードマップ  Ｒ３．４月に「働き方改革・女性活躍推進室」を設置

 県内企業の仕事と家庭の両立に向けた取組みを支援

 現在の所管課は総合政策局の少子化対策・県民活躍課。企業におけ
る女性活躍の他、男女共同参画や働き方改革、少子化対策、ボラン
ティア・NPO関係の業務を所管

 大規模な組織の機構改革は人事異動を伴うため、4月の定期異動に
併せて実施

課 題

 女性活躍の推進に最適な組織の在り方の検討が必要
 現在少子化対策・県民活躍課で所管している女性活躍以外の業

務の所管を検討する必要
 仕事と家庭の両立には、職場環境・制度に加え、男女ともにﾜｰｸ･ﾗ

ｲﾌﾊﾞﾗﾝｽを大切にする職場の風土づくりが必要

現 状

〇 Ｒ３年４月に「働き方改革・女性活躍推進室」を設置

○ 県内企業を対象とした働き方改革伴走支援コンサルティングを実施し、好事例を県内に横展開

○ 男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを促進するためのキャンペーンを実施

【中小企業の働き方改革モデル取組事例創出事業1,200万円】 【働き方改革県民運動推進事業450万円】 【男性の家事・育児参画推進キャンペーン500万円】

◎ R３年度の取組

18

2020（R２） 2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

女性活躍を推進する
組織の検討、設置、
職員配置

民間企業の働き方改
革支援

働き方改革県民運動

男性の家事・育児参
画の推進

組織体制
の検討

県組織設置
職員配置

人事
異動

ワークライフバランスを大切にする職場の風土づくりを推進

県・民間企業

P18
男性の家事・育児参
画推進キャンペーン

県・民間等

県・民間等

働き方改革伴走支援コンサルティング

男性の家事・育児参画の推進

◎現状と課題（R3.2月現在）
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◎ ロードマップ

2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

プロジェクトに
基づく施策の実施

重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：２ 働き方改革やテレワークの推進による仕事と子育ての両立

取組内容

③ アフターコロナを見据え、県内企業による専門性の高い人材の活用を後押しする観点から、富山版「副業・

兼業応援プロジェクト」を実施

課 題

運用開始（県内金融機関や経済関係団体と連携）
・県
・富山県人材活躍推進
センター（富山県プロ
フェッショナル人材戦
略本部）

現 状

施策番号 Ⅱ－２－③ 【労働政策課】

 県では、県内企業の副業・兼業人材活用を推進するため、企業向けセ

ミナーを開催

 県プロフェッショナル人材戦略本部において、県内企業に対し、自社の

成長を担う人材を主に首都圏等から紹介し、副業・兼業も含めた、マッ

チング支援を実施

 Ｒ３年度当初予算から富山版「プロフェショナル・副業兼業人材確保プロジェクト」事業を実施

（県プロフェッショナル人材戦略本部を拠点に、県内金融機関や人材ビジネス業者と連携し、求人の掘り起こしからマッチングまで一貫
した支援を実施するほか、プロフェッショナル人材、副業・兼業人材の活用や副業・兼業制度導入に関する企業向けセミナー、
首都圏でのＰＲ活動等を実施）

 新しい働き方の導入や、企業内人材育成・活躍の観点から、県内

企業の副業・兼業人材活用への理解を深め、副業・兼業制度の導

入を促進すること

 副業・兼業人材を受け入れる県内企業の求人の掘り起こしとマッチ

ング機能を強化すること

P19

○ 既存事業を見直し、より効果を発現するよう、富山版「副業・兼業応援プロジェクト」として実施

【富山版「プロフェッショナル・副業兼業人材確保プロジェクト」事業 4,500万円】

○ 富山県庁内副業・兼業人材確保モデル実証事業により、副業・兼業人材を各課の課題解決に活用

◎ R３年度の取組

19

副業・兼業人材確保
モデル実証事業

各課において活用に向けての検討

◎現状と課題（R3.2月現在）
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◎現状と課題（R3.2月現在）

重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：２ 働き方改革やテレワークの推進による仕事と子育ての両立

◎ ロードマップ

取組内容

 子育て支援推進員（所属長代理）を中心とした育児休業を取得しやすい職場環境づくりの推進

 子育て職員応援サイト等による体験談の積極的な周知と、男女の別なく仕事と家庭を両立できる働き方改革

 県の事例等も活かした男性育休促進施策の実施（体験談セミナー、先進事例創出、風土づくりの支援など）

④ 富山県全体における男性の育児参加の機運を醸成する観点から、県庁の男性職員の育休取得率全国

トップ を目指し、業務調整・代替要員の確保、取得者の体験談の周知などを推進

 特定事業主行動計画を策定し、男性職員の育児休業及び育児に係
る休暇等の取得を促進している。

 Ｒ元年度の知事部局等の男性職員の育児参画関係休暇等の取得率
は87.5％、育児休業取得率は13.8％

 県内全体では、男性の育休取得率は3.0%と、事例が極めて少ない。

課 題

 男性職員が育児休業を取得しやすい職場環境づくり（意識改革も含め
て）が必要

 男性職員が育児に参画できるような働き方改革が必要
 短期間の育休代替職員の確保

 県･大企業と中小企業では職場環境･制度が大きく違うため、県下全域
での普及にあたっては経営者層の理解に加え風土づくりが大きな課題

2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

制度の周知
利用促進 県

県・民間等

富山県特定事業主行動計画（第４期）（2021.3改訂）に基づく取組みの実施

育休代替職員の計画的確保

現 状

施策番号 Ⅱ－２－④ 【人事課、少子化対策・働き方改革推進課】

民間等への普及啓発 県の取組みを参考とした県内企業への普及啓発
男性の家事・育児参画
推進キャンペーン

P20

〇 特定事業主行動計画を職員に周知し、男性職員が子育て支援制度をしっかりと活用できるような
職場環境づくりを推進

【男性の家事・育児参画推進キャンペーン 500万円】

◎ R３年度の取組
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◎現状と課題（R3.2月現在）

重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：３ こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

取組内容

 各市町村の庁内外の保健・医療・福祉等の連携強化を目的とした事業を実施し、切れ目のない子育て支援の
深化を図る

① 県と市町村の垣根を壊し、「ワンチームとやま」で、富山市版ネウボラの取組み―切れ目のない子育て支援―

の全県展開を推進

 現在、子育ての様々なニーズに対応するワンストップ拠点「子育て世
代包括支援センター」を設置しているのは 13 市町。残り２町村もR2
年度中に設置予定

 市町村では、あらゆる母子保健事業を通して、全ての母子等の状況
把握に努めるとともに、医療や福祉等の関係機関等と連携し、切れ
目のない支援に努めている。

 母子保健と児童相談の担当部署が異なる市町村が多い中、富山市
では、同一課で担当するなど体制面での工夫をしている。

課 題

 子育て世代包括支援センターについては、市町村により実施内容に差
異があることから、より円滑な実施となるよう、県として、引き続き後方支
援を行うことが必要

 育児不安の軽減や孤立の防止、児童虐待防止等に資するため、各市
町村において、医療、保育や福祉等関係機関との更なる連携推進が
必要

 各市町村において、組織編制の状況に関わらず、組織内連携がより深
化するよう、県として支援することが必要

2020（R２）年度 2021（R３）年度 2022（R４）年度 2023（R５）年度 2024（R６）年度 取組主体

市町村の取組み
支援
（子育て世代包括
支援センター事業
の円滑実施、関
係機関間の連携
強化など）

県

施策番号 Ⅱ－３－① 【子ども支援課・健康課】

現 状

連絡会議、医療圏毎の周産期保健医療ネットワーク会議の開催など

P21

切れ目のない
子育て支援機
関ネットワーク
強化事業

〇 先進自治体の好事例の共有や市町村間の情報交換などを実施

【切れ目のない子育て支援機関ネットワーク強化事業 100万円】

事業の継続もしくは新たな取組み（毎年度の予算で検討）

◎ R３年度の取組
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子ども家庭総合支援拠点の設置、児童相談所や市町村要保護児童
対策地域協議会など関係機関との連携強化

市町村
R3.11



重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策： ３ こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

取組内容

Ｒ２年度中に給付金支給
 制度設計、県内市町村との事前協議、予算計上（県、市、（町村））
 県補助金交付要綱、実施要綱の制定
 対象者の抽出・案内・給付（市町村）

② コロナ危機を踏まえ、ひとり親世帯への県独自の生活支援給付金の検討

コロナ危機をふまえた支援策：
（国）低所得のひとり親世帯臨時特別給付金（８，１２月）

（1世帯5万円、第２子以降3万円/人加算）

（県）・児童扶養手当受給者へお米券（8,800円分）配付
・高校生までの子をもつひとり親等へスーパーの商品券（１万円
分）を申込により配付 （いずれも地方創生臨時交付金を活用）

（市町村）各市町村で独自に、ひとり親家庭への給付等を実施

課 題

 実施にあたっては、市町村の協力が不可欠であり、調整が必要
 ひとり親世帯は、コロナの感染拡大の影響を大きく受け、依然として厳

しい状況が続いていることに加え、3月には児童の進学、進級、就職な
どの準備費用もかさむ。

現 状

施策番号 Ⅱ－３－② 【子ども支援課】

県、

市町村

○ Ｒ２年度中に国の低所得のひとり親世帯臨時特別給付金受給者に３万円/世帯を支給

【ひとり親世帯生活支援給付金支給事業（R3.2補正）１億9,430万円 ※R3.3月に支給済み(6,018世帯)】

2020（R2）．12月 2021（R3）．1月 2021（R3）．2月 2021（R3）．3月 取組主体

市町村との調整

給付手続き
県、市町村

制度設計・協議 予算計上（県・市）

給付
案内

給付

◎ R３年度の取組
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P22

◎現状と課題（R3.2月現在）

R3.11



重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：３ こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

取組内容

 関係者による検討委員会を立ち上げ、ニーズ調査、整備構想の検討を実施

 関係機関（病院、医師会）との調整

③ 病児保育機能を有する「富山こども病院（小児医療センター）」整備に向け、県構想を策定

 本県の小児医療の提供体制は、医療計画において「一般小児医療」、

「小児専門医療」、「高度小児専門医療」に分類。「高度小児専門医療」

を担う医療機関として、県立中央病院、厚生連高岡病院、富山大学附

属病院が位置付け。

 県内では現在31か所で病児保育を実施（うち医療機関併設は9か所）

課 題

 こども病院は、どのような役割、どのレベルの医療を担うか。

 小児科医の確保が困難

 病児保育は地域毎に必要な機能であり、その実施主体は法

律上「市町村」とされている。また、実施する場合は新たに施

設整備が必要

2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

小児医療提供体制
の検討

整備計画の策定

関係機関との調整

検討会開催

調整

県、病院、県医
師会、市町村等

現 状

施策番号 Ⅱ－３－③ 【医務課】

整備計画の策定 県

P23

〇 検討会の立ち上げ、ニーズ調査の実施、県全体の小児医療（周産期医療を含む）の提供体制

を検討した上で、こども病院の役割・機能を検討

【富山県小児医療等提供体制検討会開催費 300万円】

県、病院、県医
師会、市町村等

◎ R３年度の取組
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6月3日：第１回検討会
7月21日：第１回ＷＧ（小児医療
全般）
7月28日：第１回ＷＧ（こころの問
題）
10月６日：第２回ＷＧ（小児医療
全般）
10月８日：第２回ＷＧ（こころの問
題）

◎現状と課題（R3.2月現在）

R3.11



◎現状と課題（R3.2月現在）

重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：３ こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

取組内容

 県制度における拡充内容の検討、実施
 保険適用後の支援のあり方について検討、実施

④ 国による不妊治療の保険適用までの間、県による不妊治療等への助成を拡充、「授かりたい人を応援する」
環境づくりを推進

課 題

2020（R２）年度 2021（R３）年度 2022（R４）年度 取組主体

県制度拡充の制度設
計・協議、予算計上、
関係機関との調整等

拡充制度の運用、
保険適用

保険適用後の支援の
あり方を検討

拡充制度の運用開始（R3.1～R4.3）

施策番号 Ⅱ－３－④ 【健康課】

現 状

助成制度
拡充に向
けた準備

県、市町村、医療
機関等

必要に応じて
今後の支援の検討
（予算で検討）

保険適用

P24

県

県

現行助成制度

○ Ｒ３.１月から国に併せ助成制度を拡充。Ｒ３年度には、保険適用後の新たな支援について検討

【特定不妊治療費助成事業 ４億1,146万円】

◎ R３年度の取組

24

 国・県制度の違い 所得制限国：730万円未満 県：なし
通算回数制限国：６回まで 県：なし

 助成対象の治療内容（国・県共通）
7万5,000千円～15万円（新鮮胚移植、凍結胚移植、以前に凍結し
た胚による胚移植等）
※採卵を伴う治療及び男性不妊治療については、初回のみ助成
上限30万円

 国では、Ｒ４ ４月の保険適用化までの間、 R ３ .1 月より助成内容を拡充。
それに伴い、県制度も拡充する必要あり。

【国制度の拡充内容 】
・所得制限撤廃
・助成額 １回 30 万円（これまで、初回のみ 30 万円）
・助成回数 39 歳以下 １子毎６回まで（これまで、通算６回まで）
・対象 事実婚も加える
・財源 Ｒ２拡充分及びＲ３年度分は、安心こども基金（国１ ２）

R3.11



重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：３ こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

⑤ 中間層を含む世帯の第３子以降の保育料の無償化等、保育料の負担軽減に向けた措置を実施

 国制度により、３～５歳児については、第３子に限らず無償化（R元.10～）
 県独自の保育料の無償化・軽減事業（県と市町村が各１/２負担）により、

０～２歳児の第３子以降について、年収約640万円未満の層は無償化、
年収640万円以上の層は１/２軽減としている。
また、年収640万円以上の層についても、市町村独自の制度により、13

市町村が既に無償化

課 題

 保育の実施主体は市町村
 第３子以降の保育料については、国制度による無償化、県独

自の無償化・軽減事業に加え、市町村独自の制度により既に
無償化している市町村がほとんどである。

2020（R２） 2021（R３） 2022（R４） 取組主体

制度検討
関係者との調整 議論・検討 支援策開始

現 状

施策番号 Ⅱ－３－⑤ 【子ども支援課】

県、市町村

P25

〇 保育料の負担軽減の実施については、他の子育て支援策の状況も踏まえて議論・検討◎ R３年度の取組

〇 保育料の負担軽減の実施については、他の子育て支援策の状況も踏まえて議論・検討

25

◎現状と課題（R3.2月現在）
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重点政策Ⅱ ストップ少子化！子育て環境日本一へ！

具体策：３こども病院、病児保育、ひとり親家庭支援など、安心して子育てできる環境の整備

◎ ロードマップ

取組内容

⑥ 「いじめのない学校づくり」を目標に、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー等の専門職の活用を拡

大、いじめ防止や早期解消のための相談・支援体制を強化

課 題現 状

施策番号 Ⅱ－３－⑥ 【小中学校課】

 ＳＣの配置時間の拡充

 ＳＳＷの派遣時間の拡充と処遇改善

 ＳＬ（Ｒ２年度から配置）の活用事例を市町村や学校に提示するなど、活用の促進

2021（R３） 2022（R４） 2023（R５） 2024（R６） 取組主体

ＳＣ配置時間拡充

ＳＳＷ派遣時間拡充
と処遇改善

ＳＬ活用促進

県、市町村

県、市町村

県、市町村

 いじめの認知件数が全ての校種で増加しており、専門家と連

携した未然防止等の対策を積極的に実施する必要がある。

取組支援の拡充（毎年度の予算で検討）

カウンセラーの対応時数等の充実

ＳＳＷ派遣時間拡充
（連携ケース会議）
処遇改善

取組支援の拡充（毎年度の予算で検討）活用事例の提示等

〇 スクールソーシャルワーカー（SSW）の派遣時間を拡充して連携ケース会議を実施、福祉に関する有資

格者の処遇改善 【スクールソーシャルワーカー活用事業 2,622万円】

〇 スクールロイヤー（SL）活用事例の提示等による活用の促進

【スクールロイヤー活用事業 145万円】

P26

◎ R３年度の取組
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◎現状と課題（R3.2月現在）

 スクールカウンセラー（SC）は、県内全公立小・中学校、高校は拠点校16校
に配置

 スクールソーシャルワーカー（SSW）は、14市町村の全49中学校区、高校は
拠点校4校に派遣

 スクールロイヤー（SL）活用事業を実施（R２年度より）
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